
【詐欺にご注意ください】
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届け出をしなくても罰則はありません。

本籍地の市区町村から

戸籍に記載予定の氏名の
フリガナの通知が届きます

誤っている場合は
届け出てください
マイナポータルでも届
出ができます

フリガナのルール
詳しくはこちら→

正しい場合は、届出の
必要はありません！

フリガナをまず確認！

2025年
５月以降

お問い合わせ（フリガナ専用コールセンター）

0570-05-0310

戸籍にフリガナが付きます

鴨川市市民福祉部市民生活課

04-7093-7831

通知されたフリガナが
戸籍に記載されます

2026年
５月以降


